
- 1 -

 
 

内　

閣　

府 
○　
　
　
　
　

令
第
三
号 

　

農
林
水
産
省 

食
品
表
示
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
表
示
法
第
六
条
第
一
項
の
内
閣

府
令
・
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
表
示
事
項
及
び
遵
守
事
項
並
び
に
同
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
申
出
の
手
続
を

定
め
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

　
　

令
和
八
年
四
月
一
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

内
閣
総
理
大
臣　

高
市　

早
苗 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

農
林
水
産
大
臣　

鈴
木　

憲
和 

食
品
表
示
法
第
六
条
第
一
項
の
内
閣
府
令
・
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
表
示
事
項
及
び
遵
守
事
項
並
び
に
同
法
第
十

二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
申
出
の
手
続
を
定
め
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令 

食
品
表
示
法
第
六
条
第
一
項
の
内
閣
府
令
・
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
表
示
事
項
及
び
遵
守
事
項
並
び
に
同
法
第
十
二
条 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

内　

閣　

府 

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
申
出
の
手
続
を
定
め
る
命
令
（
平
成
二
十
七
年　
　
　
　
　

令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

農
林
水
産
省 

正
す
る
。 
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次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
（
連
続
す
る
他
の
規
定
と
記
号
に
よ
り

一
括
し
て
掲
げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
標
記
部
分
に
係
る
記
載
）
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と

い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移

動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。 
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改　
　
　

正　
　
　

後

改　
　
　

正　
　
　

前

  
（
農
林
水
産
大
臣
が
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
表
示
事
項
及
び
遵
守

（
農
林
水
産
大
臣
が
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
表
示
事
項
及
び
遵
守

 

事
項
） 

事
項
） 

 

第
一
条　

食
品
表
示
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
内
閣

第
一
条　

食
品
表
示
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
内
閣

 

府
令
・
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
表
示
事
項
は
、
食
品
表
示
基
準
（
平
成

府
令
・
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
表
示
事
項
は
、
食
品
表
示
基
準
（
平
成

二
十
七
年
内
閣
府
令
第
十
号
）
に
定
め
ら
れ
た
表
示
事
項
の
う
ち
次
に
掲

二
十
七
年
内
閣
府
令
第
十
号
）
に
定
め
ら
れ
た
表
示
事
項
の
う
ち
次
に
掲

げ
る
も
の
と
す
る
。 

げ
る
も
の
と
す
る
。 

［
一
～
十
四　

略
］ 

［
一
～
十
四　

同
上
］ 

十
五　

次
に
掲
げ
る
食
品
に
あ
っ
て
は
、
食
品
表
示
基
準
別
表
第
十
九
の

十
五　

次
に
掲
げ
る
食
品
に
あ
っ
て
は
、
食
品
表
示
基
準
別
表
第
十
九
の

当
該
食
品
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
表
示
事
項 

当
該
食
品
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
表
示
事
項 

［
号
の
細
分
を
削
る
。]

 

イ　

即
席
め
ん
類
（
即
席
め
ん
の
う
ち
生
タ
イ
プ
即
席
め
ん
以
外
の
も

 

の
を
い
う
。
） 

［
号
の
細
分
を
削
る
。
］ 

ロ　

無
菌
充
填
豆
腐
（
食
品
、
添
加
物
等
の
規
格
基
準
（
昭
和
三
十
四

 

年
厚
生
省
告
示
第
三
百
七
十
号
）
第
１
食
品
の
部
Ｄ
各
条
の
項
の
豆

 

腐
に
規
定
す
る
無
菌
充
填
豆
腐
を
い
う
。
） 

イ
～
ハ　

［
略
］ 

ハ
～
ホ　

［
同
上
］ 

［
号
の
細
分
を
削
る
。
］ 

ヘ　

乳
又
は
乳
製
品
を
主
要
原
料
と
す
る
食
品 

ニ
～
ヘ　

［
略
］ 

ト
～
リ　

［
同
上
］ 

［
号
の
細
分
を
削
る
。
］ 

ヌ　

魚
肉
ハ
ム
、
魚
肉
ソ
ー
セ
ー
ジ
及
び
特
殊
包
装
か
ま
ぼ
こ 

ト　

［
略
］ 

ル　

［
同
上
］ 

［
号
の
細
分
を
削
る
。
］ 

ヲ　

鯨
肉
製
品 

チ　

［
略
］ 

ワ　

［
同
上
］ 

［
号
の
細
分
を
削
る
。
］ 

カ　

容
器
包
装
詰
加
圧
加
熱
殺
菌
食
品 

リ　

［
略
］ 
ヨ　

［
同
上
］ 

［
号
の
細
分
を
削
る
。
］ 
タ　

缶
詰
の
食
品 

［
号
の
細
分
を
削
る
。
］ 

レ　

水
の
み
を
原
料
と
す
る
清
涼
飲
料
水 

［
号
の
細
分
を
削
る
。
］ 

ソ　

果
実
の
搾
汁
又
は
果
実
の
搾
汁
を
濃
縮
し
た
も
の
を
凍
結
さ
せ
た

 

も
の
で
あ
っ
て
、
原
料
用
果
汁
以
外
の
も
の 

［
十
六
～
十
九　

略
］ 

［
十
六
～
十
九　

同
上
］ 
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２　

［
略
］

２　

［
同
上
］

備
考　

表
中
の
［　

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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附　

則 
（
施
行
期
日
） 

第
一
条　

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

第
二
条　

令
和
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
製
造
さ
れ
、
加
工
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
る
加
工
食
品
（
業
務
用
加
工

食
品
を
除
く
。
）
及
び
同
日
ま
で
に
販
売
さ
れ
る
業
務
用
加
工
食
品
の
表
示
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る

こ
と
が
で
き
る
。 


